
 

『令和６年度税制改正大綱（10） 土地に係る減税措置延長等』 
 

 今般の税制改正では、不動産の売買・所有に課される一連の税金の減税措置の延長が決まり、マイ

ホームの取得に対する優遇が引き続き手厚いものとなることが見込まれる。以下はその概要となる。 

 【固定資産税】〇新築住宅に係る減額措置 〇新築の認定長期優良住宅に係る減額措置 〇耐震改

修等を行った一定の住宅に係る減額措置 ―２年間（令和８年３月末日まで）の延長【登録免許税】一般

住宅、特定認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、特定増改築等がされた住宅に対する軽減措置（所有

権の保存／所有権の移転／抵当権の設定）―３年間（令和９年３月末日まで）の延長【不動産取得税】

〇宅地評価土地の取得に係る課税標準を価格の２分の１とする

特例措置 〇住宅及び土地の取得に係る課税標準（本則４％）を

３％とする特例措置 ―３年間（令和９年３月末日まで）の延長 〇新

築住宅特例適用住宅用土地に係る減額措置における、土地取得

後の住宅新築までの経過年数を３年以内に緩和する特例措置 

〇新築の認定長期優良住宅に係る課税標準から１，３００万円を控

除する特例措置 ―２年間（令和８年３月末日まで）の延長【印紙

税】不動産の譲渡に関する契約書等に係る税率の特例措置 ―３

年間（令和９年３月末日まで）の延長 

 

『高齢者数４０年代前半まで増加 内閣府が対策大綱見直し検討会』 
 

 内閣府は高齢社会対策大綱を策定するための第１回検討会を開催した。２０１９年に閣議決定された

同大綱はおおむね５年をめどに見直しすることになっており、検討会には、高齢社会をめぐる現下の情

勢や検討会の運営要領案などが資料として配布された。現下の情勢を示す資料は、２５年に団塊世代

が７５歳以上に、４０年には団塊ジュニア世代が６５歳以上となるなど、高齢者数

は４０年代前半まで増加を続け、高齢化率は総人口の減少に伴ってそれ以降

も上昇する見込みだと指摘。日本で高齢者が総人口に占める割合は２３年８月

時点で２９．１％と世界で最も高いとしている。 

 同資料によると、生産年齢人口は４０年までに約１２００万人減少する一方、６

５歳以上の人口は４３年の３９６３万人をピークに増加を続けるとみられている。

健康寿命と平均寿命は男女ともにこの２０年間で約３歳延びている中、６５歳以

上の就業者数は２２年時点で９１２万人と過去最多を記録。このうち６５～６９歳

が３８．７％から５２．０％、７０～７４歳が２３．３％から３４．０％と、就業率がこの１

０年で１０％以上上昇した。６０歳以上で現在収入のある仕事をしている人の約

９割が「７０歳くらいまで」または「それ以上まで働きたい」と回答している。  

             

出典元：日本中小企業経営支援専門家協会(JPBM) ※本記事・内容の無断転載を禁じます 
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